
2 児童館について  

○ 事業の目的：   

児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設の一つ。児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又   
は情操をゆたかにすることを目的とする児童福祉施設。   

遊びを通じての集団的・個別的指導、健康の増進、放課後児童の育成、指導、母親クラブ等の地域組織   
活動の育成t助長、年長児童の育成、指導、子育て家庭への相談等を行う。   
■ 設置状況：4，700カ所（公営：3，051カ所 民営：1，649カ所）（平成19年10月1日）   

■ 設置及び運営主体：都道府県、指定都市、市区町村、社会福祉法人 等  

・設備と職員：集会室、遊戯室、図書室及び便所の設置、児童の遊びを指導する者の配置  

・施設整備費：21年度予算 8億4600万円（国・都道府県・市町村・設置者 3分の1ずつ負担）  
・事業費（民営のみ）：12億9500万円（国・都道府県■市区町村が3分の1ずつ負担）  

○ 児童館は、昭和40年代から50年代にかけて、高度経済成長がもたらした子どもの事故の多発やいわゆ   
る「かぎっ子」の増加等により急激に増加したが、その後上昇力ーブは緩やかになり、ここ数年はほぼ横ばい   

で推移。  

○ 現在、児童館においては多様な活動が行われており、乳児から中高生までを広く対象とした事業を実施し   
ている。  

・遊びを通しての子ども育成（対象：地域のすべての児童）・日常の自由遊び活動（屋内・屋外）  

季節行事（節分、七夕まつり）、体力増強（スポーツ）、交流活動（高齢者、地域団体との交流）、  
創作活動・エ作活動一鑑賞会（演劇1音楽・絵本の読み聞かせ）等  

・子育て家庭支援（対象：幼児親子、配慮を要する児童生徒等）  
幼児親子教室、子育て情報、放課後児童クラブ、不登校児童生徒対策等   

■ 地域活動の促進（対象：母親クラブ、子育てサークル、青少年ボランティア等）  
母親クラブ（子どもの見守り、安全点検）、子ども会等   



（参考） 

民間児童館・児童センター活動事業  

（民間児童館が、下記の事業より2つ以上実施する場合の事業責補助■補助率1／3）  
（1）自然体験活動事業   

ひきこもりや不登校等の児童に配慮し、サマーキャンプ等野外での活動を行うもの  
（2）子どもボランティア育成支援事業   

子ども自身によるボランティアグループの育成を図り、その活動についての支援を行うもの  
（3）児童健全育成相談支援事業  

中・高校生を含む年長児童等及び保護者等からの相談に応じ、学校関係者との連携を図り、個別又は集   
団指導を定期的に行うもの  

（4）年長児童等来館促進事業   

児童館への中・高校生の来館を促進するため、中高生が自主的にイベント等の催しを開催するための活   
動支援を行うもの  

※平成19年度からは、地域子育て支援拠点事業として、民営児童館内で一定時間つどいの場を設け、子  

育て支援活動従事者による地域の子育て支援のための取組を実施する事業が実施されている。（実施箇  
所：168カ所（平成20年度））  
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課題・視点  

（児童の健全育成に関する公的役割）  

○ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を有するとさ   
れ（児童福祉法第2条）、基礎的自治体である市町村には、「すべての子どもを対象として放課後や週末等   
に、地域の方々の協力を得て、地域において児童が自主的に参加し、自由に遊べ、学習や様々な体験活動、   
地域住民との交流活動等を行うことができる安全・安心な居場所づくりの推進」が求められている（次世代法   

に基づく行動計画策定指針）。  

（社会的支援の必要性の高まり）  

○ 核家族化の進行、地域のつながりの希薄化、子どもの多様な体験・活動の機会の減少、地域において子   
どもが安全に遊べる場所の減少、地域における子育て機能の低下、子育て家庭の孤立化これに伴う家庭   
における子育て力の低下、不登校など子どもの抱える問題の深刻化などを背景として、子どもの自主的な   
遊びを通じた人格発達支援など、児童の健全育成を社会的に支援する必要性が高まってきている。  

（遊びを通じた人格発達支援を担う児童館の役割）  

○ 遊びは子どもの発達にとって身体的、社会的、教育的に大きな価値を持つとともに、遊びを通じて多様な   
人間に関わり社会性を獲得していくといった意義も有する。児童館は、児童に健全な遊びを与えて、その健   
康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とする児童福祉施設として位置づけられている。その主たる   
事業内容は、主に学齢期の子どもを対象として、  

■ 遊びを通しての子どもの育成、  
・児童厚生員が携わりながら行う日常の自由な遊び活動  

とされており、上記の趣旨に適った専門的な施設として、活用の促進、事業内容の充実が期待される。  
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（児童館の多様な活動）  

○ また、児童館は、子どもの自主的な遊びを通じた人格発達支援等を図るための事業とともに、近年、乳幼   
児とその保護者や中高生を対象とした事業、地域の子育て支援事業、障害児への対応や様々な困難を抱   
える子どもへの対応などにも取り組んできており、地域コミュニティの核としての機能を果たしていくことも期   
待される。  

（新制度への位置づけ）  

○ 遊びを通じた子どもの育成を中核としたこれら児童館が担っていくべき機能や事業、そのために欠かせな   

い担い手の資質の向上を支援していくことを、新制度においてどのように位置づけていくべきか。  

I－1  
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参考資料  

■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■●ll●■t＝＝■■■■■■■t■■■■＝■■】  

；【第1次報告における取りまとめ内容】 ■  

；（1）現行  

童 ③ 乳児家庭全戸訪問事業一養育支援訪問事業や、地域子育て支援拠点事業は、子育ての負担感・孤立感を軽減し、虐  
… 待の防止にもつながる重要な意義を有しているが、こうした事業の取組の促進をどう図るか、検討の必要がある。  
■  
■  

室 ④その他多様な子育て支援事業があるが、地域特性に応じた柔軟な取組を尊重しつつ、積極的な取組を促すために、ど  
； のように支援していくか、検討の必要がある。  
■  

妻 ⑤ 一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業等、各種の子育て支援事業の量の拡充に向けた担い手の育成をどう ■  
： 図っていくか、また、質の向上に向けた担い手の研修やバックアップといった取組の強化が必要ではないか、その他、各   
‡ 種の子育て支援事業の質の向上をどう図っていくかといった点について、検討の必要がある。・  
■  
■  

≡⑥保育をはじめ各種子育て支援サービスの利用に際してのコーディネーター的役割の必要性も踏まえ、親の子育てを支援  
： するコーディネーター的役割について検討の必要がある。  

（2）新たな制度体系における方向性  

（情報提供・相談援助や「コーディネート機能」）  

■ ；○ 地域の中で子育てが孤立せず、子育ての楽しさを実感できるようしていくためには、乳幼児を持つ親の成長の支援も含  
… め、子育ての情報提供や相談援助機能がまず重要である。先進的な取組として、すべての子育て家庭が、希望する保  
： 育所へ登録し、相談援助機能等の多様な支援を受けることができる取組もなされている。  

また、子育てや子育て支援するサービスについての理解を助け、実際の地域の子育て支援サービスにつなげていく機  

■ ； 能、さらには、保育をはじめ具体的なサービスの利用調整機能などを包含した、子育て支援の「コーディネート機能」を実  
； 質あるものとして位置づけていく必要がある。   

その際、市町村、保育所、地域子育て支援拠点など、地域の実情に応じた担い手、関係機関の連携といったことに留  
意しつつ、さらに検討していくべきである。   
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；（地域子育て支援拠点事業等） ■  

：○ 在宅子育て家庭を支援する地域子育て支援拠点事業は、身近で気軽に利用できるよう量的拡充を図っていく必要がある。  
■ ；また、子育て家庭のリスクにもきめ細やかに対応できるよう、全戸訪問事業をはじめとして地域の様々な子育て支援の資源  
：と連携しながら、地域全体が子育てに関われるような支援となるよう、ネットワーク化をはじめとした機能の充実を因っていく ■  
； ことが必要である。  
■  
■  
■  

室（その他地域特性に応じた多様な子育て支援の取組）  

；○ その他多様な子育て支援事業に関しては、地域特性に応じた柔軟な取組を尊重しつつ、積極的な取組を促す支援、各種 ■  
≡ の子育て支援事業の量の拡充に向けた担い手の育成二親がやがて支援者側に回れるような循環を生む環境作り、質の向  
；上に向けた担い手の研修やバックアップといった取組の強化など、さらに検討していくべきである。  
■ 

■  
■  
■  

…（子育て支援事業の制度上の位置づけ一財源のあり方）  

■ ；○以上のようなすべての子育て家庭を対象とする子育て支援事業を充実していくため、必要となる制度上の位置づけ及び財至  
■  ヽ ■ 「■「  、 ■へ■〟し丁 ′1、 ▼■′ll■‾J′■－■■■■▼■■l■i・■・U＝皇・■ ■ ′  ′trJ〝′Jヽ▼■′－ノ ′′J ′  

■ ；○以上のようなすべての子育て家庭を対象とする子育て支援事業を充実していくため、必要となる制度上の位置づけ及び財至  
≡ 源のあり方を、介護や障害といった他の社会保障制度の例（一部の事業について市町村の必須事業としての位置づけ、市 …  

つ、それぞれの事業の子育て支援事業全体の中における意  
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次世代育成支援に関係する制度の現状  

負担金（義務  

補助金（裁量  

・一般財源化－  

′
■
 
 



各種の子育て支援事業の制度的な位置付け  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）  
（市町村の責務）  

第21条の8 市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが   
積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当該   
児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動の   
連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。  

第21条の9 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、   
乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業並びに次に掲げる事業であって主   
務省令で定めるもの（以下「子育て支援事業 」という。）が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。   
一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業   

二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業   
三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業  

（市町村の情報提供等）  

第21条の11市町村は、子育て支援事業に閲し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあったときは、当該保護者の   
希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事  

■、 ．・■  

業の利用ができるよう、  必要な  言を行うものとする。  

② 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあった場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又   
蛙調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。  

③ 市町村は、第一項の情報の提供、相談及び助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託   

することができる。  
④ 子育て支援事業を行う者は、前二項の規定により行われるあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。   



各種子育て支援事業の取組の現状  

《事 業 内 容》  《実績》  

訪
 
問
 
支
 
援
 
 

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援  

に関する情報提供や養育環境等の把握を行うもの。  
1，247市区町村  

（平成20年度交付決定へ◆－ス）   

養育支援が必要な家庭に対して、訪問による育児・家事の援助や  
技術指導等を行うもの。  

養 育 支 援  

訪 問 事 業  799市区町村 （平成20年度交付決定へ●－ス）  

親
や
子
の
集
う
場
 
 

地域において子育て親子の交流の促進、子育て等に関する相談・  
援助等を行うもの。  

地 域 子 育 て  
支援拠点事業  4′889か所 （平成20年度交付決定へ●－ス）   

4′700か所  

（公営3′051か所、  
民営1′649か所）  

（平成19年10月現在）  

児童に対する遊びを通じた集団的・個別的指導、放課後児童の育  

成t指導、母親クラブ等の地域組織活動の育成、年長児童の育  
成・指導、子育て家庭への相談等。  

児 童 館 事 業  

保護者の疾病、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等による  
緊急・一時的な保育サービスを提供するもの。  

一 時 預 か り  
（一時保育）事業  7′651か所 （平成20年度交付決定へ●一ス）  

短 期 入 所  
生 活 援 助  
（ショートステイ）  

事  業  

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の  

養育が困難となった場合等に、児童養護施設など保護を適切に行うこと  

ができる施設において養育・保護を行う（原則として7日以内）。  
613か所 （平成20年度交付決定へ●一ス）  

保護者が、仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり  
児童の養育が困難となった場合等の緊急の場合に、児童養護施設など  

保護を適切に行うことができる施設において児童を預かるもの。宿泊可。  

夜間養護等  
（トワイライトステイ）  

事  業  
304か所 （平成20年度交付決定へ◆－ス）  

児童の預かり等の援助を受けることを希望する者（利用会員）と、  

援助を行うことを希望する者（提供会員）との相互援助活動に関す  
る連絡・調整を実施するもの。  

t
ノ
 
 
 

、
、
、
 
 

プ ア  

570か所 （平成20年度交付決定へ◆一ス）  
サ ポ ー  ト・  

セ ンタ ー幸一業  
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各種の子育て支援事業に対する財政措置  

次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）   児童育成事業費   

（1）制度概要  ○ 市町村が地域行動計画に基づき策定した毎年度  ○ 市町村等が行うー定の事業に対し、児童手当制  

の事業計画に対し、一定の算定基準に基づいた額   度における事業主拠出金を財源として、 毎に  
を国が補助するもの。  定められた一定額を国が補助するもの。  

○具体的には、事業量と児童人口等により、各年度  ※児童手当の支給に支障がない範囲内において  
の国庫予算額を配分。  

に一定額が補助される仕組みではない。  
実施。   

※事業毎  

（2）対象事業   ・乳児家庭全戸訪問事業   ・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）  

・養育支援訪問事業   ・病児・病後児保育事業  

・ファミリー・サポートセンター事業   ・家庭的保育事業  

・子育て短期支援事業（シ］－トステイ・トワイライトステイ）   ・認可化移行促進事業  

・延長保育促進事業   ・休日・夜間保育事業  

・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業   ・特定保育事業  

■ 次世代育成支援人材養成事業   ・一時保育（一時預かり）事業  

・へき地保育所事業   ・地域子育て支援拠点事業  
’  

・家庭支援推進保育事業   ・民間児童舘活動事業  

・その他事業（※地域の創意工夫を活かした事業）   等   

（3）財源   国1／2、市町村1／2   事業主1／3、都道府県1／3、市町村1／3  



（参考）他の社会保障制度における市町村事業の仕組  

介護保険制度   障害者自立支援法   ．  次世代育成支援  

〔地域支援事業〕   〔地域生活支援事業〕   〔次世代育成支援対策交付金〕  

（事業内容）   （事業内容）   （事業内容）  

市町村において実施する以下の事業   市町村において実施する以下の事業   市町村において実施する以下の事業  
1．必須事業   1．必須事業   （※必須事業 はなく、すべて任意。）  
（D介護予防事業   ①相談支援事業  
②包括的支援事業（介護予防ケアマネジ  ②コミュニケーション支援事業  ・乳児家庭全戸訪問事業  

メント事業、総合相談支援業務、権利擁護   ③日常生活用具給付等事業   ・養育支援訪問事業  
業務、包括的・継続的ケアマネジメント業  

務）  

④移動支援事業   ・ファミリー・サポートセンター事業  

2任意事業  
⑤地域活動支援センター機能強化事業  ・子育て短期支援事業（シ］－トステイ・  

①介護給付費等費用適正化事業   2．任意事業  
トワイライトステイ）  

②家族介護支援事業  福祉ホーム事業などのメニュー事業のほ  ・延長保育促進事業  等  

③その他の事業（ か、各自治体の創意工夫による事業実施  ・その他事業（※各自治体の創意  
工夫による事業実施が可能）  塑亘監。   工夫による事業実施が可能。）  

（財政支援・財源構成）  
（財政支援・財源構成）  

（財政支援・財源構成）  

地域生活支援事業の実施に必要な費用  市町村が地域行動計画に基づき策  
地域支援事業の実施に必要な費用につい                について、一定の算定基準に基づいた額   

定した毎年度の事業計画に対し、一定  
て、上限額（※）の範囲内において、以下の  

の算定基準に基づいた額を国が補助  
財源構成により、関係者が負担。  

具体的には、事業実績と人口による基準  するもの。  
※当該市町村の介護給付費の3％以内   

により、各年度の国庫予算額を配分  具体的には、事業 量と児童人口等に  

介雅子肪事圭      括的支援事業・任意事  より、各年度の国庫予算額を配分。  

【財源構成】  【財源構成】  （国：1／2、都道府県：1／4、市町村：1／4）  ※ 事業毎に一定額が補助される仕  
組みではない。  

（国：1／2、市町村：1／2）   市町村  20． 市町 5 2．5％  都道府県による事業（専門性の高い  

※「1号」…65歳以上の保険料  
※「2号」…40－64歳の保険料  

や研修事業等）あり。  
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各自治体における多様な取組み（事例）①  

J脚脚樗卜  

絶域在宅子▼て  鳶区  絃≠晴からの「かかりつけ保育t」倒産。一線尽青陣臓．各種青   

土提H度「みなと  児♯■への書加、暮欄獅し栄養士、保青士によa胃児相鉄、任   

つ手J  t■の行事への蓼加、l保▼■であモほうjへの奉加、寺月の  

お便り遥付などがある．   

マイ青▼■士ヰ  石川■  妊娠中から出塵畿¢▼児不安を解消するために、身近な長書評   

▼蔓   内諾Ir  で▼児数王や▼児相談を封十ることができる朝霞．保育所は畳臓  

糟   ■になっており、rマイ保雷h鞘用券一音便って平日乍前半日長雷  

を■料で3向鄭ナることができる．   

マイ條▼■みんな  石川■  手▼てコーディネーター書！巳■L、l手書て支採丁ランJを作成す   

で手書て応≠事  も。これは、介暮春はのケアプランの雷児駄のようなもので、絨   

兼  的・訃音的な最書サービスの利用を促し、育児不安琶崩胡し．干ど  

もの撥を支援するもの．   

濃1型一時保▼  濃区  長経書の傷■、入踪零により、一時的に保書が必至となる子ども   

雷♯  ¢自宅に保書者を瀕遺して濯書を行う，一時保有の也、ホ後先偉  

書．新生児伝書もあり．   

駕1塾長書サー  七肺  簡に良書ママとして豊■されている手書て経験者紙子どもを揮   

ビス  かる漉1温存Tリービス．く1漣後の母親¢身の回りの世払や噺  

生見の世個（露後・安心ヘルパー巌■サービス）∴訂鏑気の凶闇  

袖にある子どもの－疇預かり（■後見暮春宅倶青サービス）、－：3）  

良雄替が■先の時や冠挿＃告の時などのチビもの一時貫かり  

（肪開塾一陣澤書サービス）が含まれる。保育の実施■斯は、焦  

書マ可の自宅もしくは子どもの自宅．   

子ど毛ショートユテ   察、（心事触や災書、畑モのほれ畑で義書できない事憎がで   

イ事彙   きた■倉、○▲から小■枚8年生までの子どもモショートステイ協  

カモ轟で醜かる【l日8∝0円、減免あり）。   

すみずみ子¶て  ＃婁■ NPO法人やシルバー⊥甘センターなどが行う．一捧乳かりやモー   

サポート事暮   支埋等の利用料音助嵐（■単利月割1特用8さ0円）   

手書て応牲券   さ▲区 就学前の千どものいる艦上に．一檜保■や■千コンサートなど、  

地域の手書て真性サ｝ビュに利用増る＃書紀付。   

子書てフ丁ミリー  ■音帝、転居一時量、書tの暮馳び引♯し責用き助成（集炸あり）。   

世青居住支援  ■■■、  

よ鑑簡  

触   

干萬て甘削こ遍し  t知■ 干★て世削こ暮した住まいの1本的な考え方を徽丘・事♯寺にガ   

た住宅・住疇壇ガ  イドラインとして提示。   

イドライン  

千■て支陳マンシ  ■¶区 区内に供♯されも、ソフトりヽ－Fの南面で干▼てにE■されたマ   

ヨン認定Il王   ンションを監定・支援することにより、手▼てしやすい欝任可慎を  

暮■●   

古齢看世帯と千  欄よ雨 高齢手性み甘え袖換、千▼て世事への七井支捷、斉鈴音向けt   

Tて瞥零の任響  昆丁字住宅の㈱モー体的仁t蔦．  

えモデル事業  

遭ぎであえ－る    舶用こ】川帽擢について、千▼て王サ世職の住空椚、手書て文壇サー  

ビスを一体的に書●．手どもの年♯に暮づく押再付き人眉を鶉  

入。   

ー増  
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各自治体における多様な取組み（事例）②  
障  

妊婦■♯鯵査   妊織t鯵壬t鯵責用を自治体で負握。  

霊用助成欄鷹  

＝：：ニ壬りn■  分娩や入I露にかかる鮒鑑t用のうち、什壷育児一時金等種差lノ  

引いた金葡の助成専．  

乳幼児医轟1  1幼児にかかる医療士の助成。  

助成  子化封書樹条例に嘉づく毅t：の子ども節食で響軍のテ  

■称換鯵   軋幼児■■とぉわせて、♯科挨鯵の実施．  －マをもとに♯附し、矯事に姓嘉。  

鴨＃t鯵  覇■詭   新生児せ先機量暮の助成。  貴職虹∃rづき、千▼て支援蒲田、早期先見対応拇机保暮  

t鐘Ill■l   重雄橋針を平定L．＿未然防止・早期発1・回す・榊畢の支  

■  

住民と¢屯■により、プレーリーダーや地域ポワンティアのもと、千  

暮   どもたもの拝専心を大切に、自由にやりたいことがで書る遊び場づ   円  
くりを棄施。  ク。マッチング繊能、企画¢文壇などを鵜。  

おももや自書館   ■書のぁる子どもたちにおもちゃを用意し、気に入ったぉもちゃを   様々な千丁て情報や千▼て柏餅智行うサイト¢1tや、軋  

選んで遺ぷ機会を捷供し、書でも遁ペる占う貸し出し吉行う。♯巌   幼児のいる手書てモ轟音対象にLた市内まちあるきマップの  

にも仲肘作りや慣織女換の■となっtいる。  

手書て相談王 青銅市  書児相談の総合簸口を剛毅」、綾自に書成した「子育てケアマネ   

ージャーJが子書ての悩み全般に和し、適切な支援サービスを薫   

内，   洲敵のよ躊・発信など、手書て真珠舌蝕を支攫，  

干すてモ度優待亭凛  

ける■のさ庇など、チビもの儀主な成畏のたわの社会▲量  
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